
手続きの種類

転入届（住民異動届） ◎ ○ △

マイナンバーカード（交付を受
けている方のみ）

◎ ○ △

印鑑登録 ◎ ○ △

国民健康保険 ◎ ○ △

国民年金 ◎ ○ △

後期高齢者医療 ◎ ○ □

介護保険 ◎ ○ △

小・中・義務教育学校の児童・生徒 ◎ ○ △

児童手当 ◎ ○

施設等利用給付認定（幼児教育・保
育無償化）

□
御津、建部、瀬戸、灘崎の支所
市：就園管理課

裏面へつづく

必要な方は、新たに印鑑登録の手続きをしてください。

岡山市へ転入される方へ（手続きのご案内）

受付窓口

　◎　区役所/市民保険年金課
　○　支所・地域センター
　△　古都・朝日市民サービスセンター
　□　福祉事務所説　　明

前の市区町村で要介護認定を受けている方及び要介護認定申請中の方は転入日から１４日以内に要介護度の引き継ぎ手続
きをしてください。
また、保険料の支払いについて、ご希望の場合は口座振替の手続き（金融機関届出印要）をお願いします。

前の市区町村の転出証明書、または特例の転出届をされた方はマイナンバーカードを持って、手続きをしてください。転
出届出後に氏名等の変更があった場合は窓口でお申し出ください。また、外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住
者証明書をあわせてお持ちください。

前の市区町村で交付されたマイナンバーカードは、転入の手続きをした日から90日以内に継続利用の手続きをしてくだ
さい。
※「通知カード」は令和２年５月２５日をもって廃止となりましたので、券面記載事項の変更手続きは行えません。

転入前の市区町村で無償化の対象であった児童は、改めて岡山市での認定申請が必要です。申請日からさかのぼって認定
を受けることはできませんので、速やかに申請してください。

新たに加入の手続きをしてください（社会保険等に加入している方は手続き不要です）。前の市区町村で交付された資格
確認書、資格情報のお知らせは、転入日から使用できません。
また、保険料の支払いは原則口座振替となります（年金天引き除く）ので手続き（金融機関届出印要）をしてください。

転入届後に、転入学通知書をお渡しします。転入学通知書と前の学校の在学証明書、教科書給与証明書を持って、新しい
学校へ行ってください。

厚生年金から国民年金へ変更される方は、前の勤務先の資格喪失証明書等を持って、加入手続きをしてください。

県外から転入された方は、前の市区町村の負担区分等証明書を持って（証明書の交付を受けていない方は持参不要で
す）、手続きをしてください。
また、保険料の支払いについて、ご希望の場合は口座振替の手続き（金融機関届出印要）をお願いします。

前住所地の転出予定日の翌日から数えて１５日以内に請求手続きを行ってください。

ようこそ☆
岡山市へ

岡山市のイメージキャラクター「ミコロ・ハコロ」

○ 転入される時の手続きをお知らせしています。必要な方は窓口で手続きをしてください。

○ 手続きの際には、ご本人確認をさせていただきます。

運転免許証やマイナンバーカードなど、お名前の確認できるものをお持ちください。
また、印判（認印）が必要な手続きもあります。念のためにお持ちください。

※ ここにご紹介した手続きは主なものです。 その他の手続きは窓口でおたずねください。

令和8年６月１日現在



子ども医療費受給資格証 ◎ ○ □

ひとり親家庭等医療費受給資格
証

◎ ○ □

心身障害者医療費受給資格証 ◎ ○ □

児童扶養手当 ◎ ○ □

予防接種手帳 ◎ ○
保健所：感染症対策課
保健所：保健センター

妊婦一般健康診査受診票
保健所：保健センター

産婦一般健康診査受診票 ◎ ○ △
保健所：健康づくり課
保健所：保健センター

1か月児健康診査受診票
3～5か月児健康診査票
９・10か月児健康診査票

◎ ○ △
保健所：健康づくり課
保健所：保健センター

７・８か月児健康診査
1歳６か月児健康診査
３歳児健康診査

保健所：健康づくり課

原動機付自転車(125cc以下）
小型特殊自動車

○ 区：市税事務所

◎ ○ △ □

区：環境事業課各区ごみ対策
班（北区・中区・東区・南
区）／総務・地域振興課（北
区）／市民保険年金課（中
区・東区・南区）
市：環境事業課他

し尿収集 ◎ ○

区：環境事業課各区ごみ対策
班（北区・中区・東区・南
区）
市：環境事業課

　◎　区役所/市民保険年金課
　○　支所・地域センター
　△　古都・朝日市民サービスセンター
　□　福祉事務所

手続きをする保護者の本人確認書類（免許証等）を持って、申請をしてください。
（１８歳に達した日以後の最初の３月３１日までの方が対象です。）

新たに申請が必要です。※所得制限及び要件については、各福祉事務所・支所へご確認ください。

新たに申請が必要です。※所得制限及び要件については、各福祉事務所・支所へご確認ください。

受給中の方は、転入後、前の市区町村の証書等を持って、手続きをしてください。

小学１年生～１３歳未満のお子様には児童・生徒用予防接種手帳をお渡しします。小学校就学前のお子様には、転入手続
き後に乳幼児用予防接種手帳が郵送されます。お急ぎの方は保健所感染症対策課にご連絡ください。

前の市区町村の受診票を岡山市のものと交換してください。各こども家庭センター（産前産後相談ステーション）・保健
センターで交付できます。

※その他は窓口でおたずねください。

必要な方は、申請してください。ただし御津、建部支所管内の方は業者へ直接連絡してください。
なお、業者がわからない場合は環境事業課へお問い合わせください。

※１　特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、身体障害者手帳、療育手帳などの手続きは、福祉事務所または支所へ。

※２　これ以外にも各人によって必要な手続きがあります。詳細については、それぞれの担当部署へお問い合わせください。市役所代表電話：086-803-1000

産後８週までの方が対象です。前の市区町村の受診票がある場合は岡山市のものと交換してください。

1か月児は生後6週まで、3～５か月児は6か月になる前日まで、9・10か月は11か月になる前日までのお子様が対象で
す。
前の市区町村の受診票を岡山市のものと交換してください。

個別に案内を送付します。６か月、１歳６か月、３歳６か月になる月の月末までに届かない場合は、保健所健康づくり課
にご連絡ください。

必要な方は登録の手続きをしてください。

一般廃棄物（可燃性のごみ及び
不燃性のごみ）処理手数料免除
申請

「２歳未満の乳幼児のいる人」「身体障害者手帳１級または２級所持者、療育手帳Ａ所持者、精神障害者保健福祉手帳１
級所持者で在宅の方」「障害者で紙おむつの支給を受けている人」「介護保険要介護４以上または要介護３で紙おむつを
使用している在宅の人」「低所得世帯」「生活保護世帯」が対象です。なお、受付窓口がそれぞれ異なりますので、窓口
でおたずねください。

支所のみ

「２歳未満の乳幼児のいる人」


